
 

 

発議第９号 

 

令和６年１２月１７日 

 

木津川市議会 

  議長 長岡 一夫 様 

 

               提出者 木津川市議会議員 森本 隆 

                   木津川市議会議員 倉 克伊 

                   木津川市議会議員 大角 久典 

                   木津川市議会議員 高岡 伸行 

 

 木津川市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について 

 

上記の議案を、地方自治法第１１２条及び木津川市議会会議規則第１４条第１項

の規定により、別紙のとおり提出します。 

 

 

 

 

提案理由 

 物価上昇への対応と、木津川市議会議員の調査研究その他の活動の充実を図るため、

会派及び無会派議員に対する政務活動費を増額するものです。 
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木津川市条例第   号 

 

木津川市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

木津川市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１９年木津川市条例第２２４

号）の一部を次のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（会派に対する政務活動費） 

第４条 会派に対する政務活動費は、各

月１日（以下「基準日」という。）に

おける当該会派の所属議員数に月額１

万５，０００円を乗じて得た額を交付

する。 

２～６ （略） 

（無会派議員に対する政務活動費） 

第５条 無会派議員に対する政務活動費

は、基準日に在職する無会派議員に対

して、月額１万円を交付する。 

２～４ （略） 

（会派に対する政務活動費） 

第４条 会派に対する政務活動費は、各

月１日（以下「基準日」という。）に

おける当該会派の所属議員数に月額１

万円を乗じて得た額を交付する。 

 

２～６ （略） 

（無会派議員に対する政務活動費） 

第５条 無会派議員に対する政務活動費

は、基準日に在職する無会派議員に対

して、月額７，０００円を交付する。 

２～４ （略） 

 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 


